
令和 5年 12月 14日 

保護者様 

青梅市立河辺小学校 

 

登校時刻について（令和 6年度より） 
 
 師走の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より本

校の教育活動に対しまして、ご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、昨今の報道でも多く取り上げられている通り、学校現場では教職員の勤務時間につい

て、適切な運用をすることが求められております。それを受け、本校でも令和６年度より児童

の登校時刻について、以下のような対応とさせていただきたいと存じます。新年度まではまだ

時間がありますが、児童の登校時刻の変化は、ご家庭の「朝のルーティーン」にも影響を与え

てしまうことでもあるため、この時期にお知らせさせていただきます。 

 お手数をお掛けすることとなるかと存じますが、持続可能な学校運営のため、ご理解とご協

力を、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

記 

【現在 令和５年度（３学期末日）まで】              

  登校時間    午前８時～午前８時１５分 ※８時１５分までに登校 

 校門開門    午前 7時４５分         

 昇降口扉の開放 午前８時     ※午前８時までは昇降口前で並んで待つ 

 

【令和６年度（来年度新学期）より】 

  登校時間    午前８時１５分～午前８時２５分 ※８時２５分までに登校 
  校門開門    午前 7時５０分  （当面の間、開門時刻の変更は最小限とさせていただきます） 

昇降口扉の開放 午前８時１５分  ※午前８時１５分までは昇降口前で並んで待つ 
 

【背景】 

  教職員の勤務時間は、午前８時１５分～午後４時４５分です。（休憩については給食指導のあ

る通常学級担任等は午後３時４５分～午後４時３０分、「ことばときこえの教室」担任や事務職

員は午後 0時１５分～午後１時となっています。） 

  現行では、勤務時間開始前より校舎内に児童が入るため、早い時間から出勤している職員が

（多くの教員が該当します）時間外で対応している状況です。 

  

このような状況を改善するため、上記のような変更を行わせていただきます。ご家庭の朝の

動きにも影響を与えることと思いますので、保護者の皆様には、大変お手数をお掛けすること

かとは存じますが、時代の流れに合わせた対応とお考えいただき、ご理解・ご協力のほど、ど

うぞお願いいたします。 

なお、朝の電話対応（応答専用留守番電話対応の解除時間）については、当面の間はこれま

で通り、午前８時から（職員の出勤時刻によっては、それ以前の時刻から対応できる場合あ

り）とさせていただきます。また、登校中に転んでけがをした等、安全に関することや緊急性

の高い事柄については、これまで通り昇降口扉の開放時間前であっても対応いたしますのでご

安心ください。 

また、登校時刻の変更により、生活時程表の変更を行う予定です。詳細は検討中ですので、

決まりましたらお伝えさせていただきます。 

 

以上 


